
住所を始めとした詳細な情報は、防犯上の観点から南知多町空き家バンクへご利用登録をしていただい
ている方にのみご提供させていただいております。
当町空き家バンクへご利用登録がお済みでない方は利用登録ページよりご利用登録をお願いします。

南知多町空き家バンクでは取引におけるトラブル防止のため、物件登録時に所有者に仲介業者の選定を
義務づけております。
そのため、登録物件の取引においては、宅地建物取引業者の仲介のもと取引を行っていただきます。

物件の見学は南知多町空き家バンクにご利用登録をされている方に限りご案内しております。
ご利用登録をされたのち、所有者または宅地建物取引業者の立会いのもと見学会を実施させていただき
ますので、平日のご都合のつく日にちを３～４日ほどお伝え下さい。

南知多町空き家バンクに登録されている物件はすべて当ホームページにて公開しております。

ホームページに公開されていない物件は南知多町空き家バンクの登録物件ではございません。
そのため、公開されていない物件の情報はお伝えいたしかねますのでご了承ください。

南知多町空き家バンクでは、町内に事業所を持つ事業者が従業員及び研修生を住まわせる目的に限り、
事業者による利用登録をすることが可能です。
その他の目的では事業者によるご利用登録ができませんのでご了承下さい。

ホームページに公開されていない物件はありますか？

気になる物件があるのですが、空き家バンクの物件ですか？

法人名義での登録は可能ですか？
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F.A.Q よくあるご質問

ホームページ上に公開されている物件番号○○○番の住所を教えてください。

物件の取引はどのようにおこなわれますか？

物件の見学をしたいのですが


